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報告第２号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市税条例

の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求める。 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）が令和５年３月３１日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）を改正する必

要が生じたため、令和５年３月３１日に吉川市税条例の一部を改正する条例を専決処分し

たものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   吉川市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和５年３月３１日 

吉川市長 中原恵人       
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 吉川市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

                 吉川市長 

吉川市条例第１１号 

   吉川市税条例の一部を改正する条例 

 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動条項」と

いう。）に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び

号（以下「移動後条項等」という。）が存在する場合には、当該移動条項を当該移動後条

項等とし、移動条項に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動条項（以下

「削除条項」という。）を削り、移動後条項等に対応する移動条項が存在しない場合には、

当該移動後条項等（以下「追加条項等」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに削除条項を除く。以

下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及

び号の表示並びに追加条項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合

には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該

改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

 （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月１０日までに、その徴収した月

割額を施行規則第５号の１５様式又は第５号の

１５の２様式若しくは施行規則第２条の６の規

定により総務大臣が定めた様式による納入書に

 

 （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月１０日までに、その徴収した月

割額を施行規則第５号の１５様式又は施行規則

第２条の６の規定により総務大臣が定めた様式

による納入書によって納入しなければならな
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より納入しなければならない。 

 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人

は、法第３２１条の８第１項、第２項、第３１

項、第３４項及び第３５項の規定による申告書

（第９項、第１０項及び第１２項において「納

税申告書」という。）を、同条第１項、第２

項、第３１項及び第３５項の申告納付にあって

はそれぞれこれらの規定による納期限までに、

同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市

長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条

第１項後段及び第２項後段の規定により提出が

あったものとみなされる申告書に係る税金を施

行規則第２２号の４様式又は第２２号の４の２

様式による納付書により納付しなければならな

い。 

２～４ 略 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書

（同条第３３項の規定による申告書を含む。以

下この項において同じ。）に係る税金を納付す

る場合には、当該税金に係る同条第１項、第２

項又は第３１項の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。第７

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．

６パーセント（申告書を提出した日（同条第３

５項の規定の適用がある場合において、当該申

告書がその提出期限前に提出されたときは、当

い。 

 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人

は、法第３２１条の８第１項、第２項、第３１

項、第３４項及び第３５項の規定による申告書

（第９項、第１０項及び第１２項において「納

税申告書」という。）を、同条第１項、第２

項、第３１項及び第３５項の申告納付にあって

はそれぞれこれらの規定による納期限までに、

同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市

長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条

第１項後段及び第２項後段の規定により提出が

あったものとみなされる申告書に係る税金を施

行規則第２２号の４様式による納付書により納

付しなければならない。 

 

２～４ 略 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書

（同条第３３項の規定による申告書を含む。以

下この項において同じ。）に係る税金を納付す

る場合には、当該税金に係る同条第１項、第２

項又は第３１項の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。第７

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．

６パーセント（申告書を提出した日（同条第３

５項の規定の適用がある場合において、当該申

告書がその提出期限前に提出されたときは、当
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該提出期限）までの期間又はその期間の末日の

翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して施行規

則第２２号の４様式又は第２２号の４の２様式

による納付書により納付しなければならない。 

６～１６ 略 

 

 （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１

条の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場

合には、当該不足税額を当該通知書の指定する

期限までに、施行規則第２２号の４様式又は第

２２号の４の２様式による納付書により納付し

なければならない。 

２ 前項の場合には、その不足税額に法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項の納期限

（同条第３５項の申告納付に係る法人税割に係

る不足税額がある場合には、同条第１項又は第

２項の納期限とし、納期限の延長があった場合

には、その延長された納期限とする。第４項第

１号において同じ。）の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付し

なければならない。 

３及び４ 略 

該提出期限）までの期間又はその期間の末日の

翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して施行規

則第２２号の４様式による納付書により納付し

なければならない。 

６～１６ 略 

 

 （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１

条の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場

合には、当該不足税額を当該通知書の指定する

期限までに、施行規則第２２号の４様式による

納付書により納付しなければならない。 

 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第

３２１条の８第１項、第２項又は第３１項の納

期限（同条第３５項の申告納付に係る法人税割

に係る不足税額がある場合には、同条第１項又

は第２項の納期限とし、納期限の延長があった

場合には、その延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセン

ト（前項の納期限までの期間又は当該納期限の

翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付し

なければならない。 

３及び４ 略 
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 （たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納

付すべき者（以下この節において「申告納税

者」という。）は、毎月末日までに、前月の初

日から末日までの間における売渡し等に係る製

造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計

数（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第９６条第１項の規定により免除を受けよ

うとする場合にあっては同項の適用を受けよう

とする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条

第１項の規定により控除を受けようとする場合

にあっては同項の適用を受けようとするたばこ

税額その他必要な事項を記載した施行規則第３

４号の２様式による申告書を市長に提出し、及

びその申告に係る税金を施行規則第３４号の２

の５様式又は第３４号の２の５の２様式による

納付書によって納付しなければならない。この

場合において、当該申告書には、第９６条第３

項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る

製造たばこの品目ごとの数量についての明細を

記載した施行規則第１６号の５様式による書類

を添付しなければならない。 

２～４ 略 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る第１項又は第２項の納期

限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限。第１０１条第２項において同

 

 （たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納

付すべき者（以下この節において「申告納税

者」という。）は、毎月末日までに、前月の初

日から末日までの間における売渡し等に係る製

造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計

数（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第９６条第１項の規定により免除を受けよ

うとする場合にあっては同項の適用を受けよう

とする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条

第１項の規定により控除を受けようとする場合

にあっては同項の適用を受けようとするたばこ

税額その他必要な事項を記載した施行規則第３

４号の２様式による申告書を市長に提出し、及

びその申告に係る税金を施行規則第３４号の２

の５様式による納付書によって納付しなければ

ならない。この場合において、当該申告書に

は、第９６条第３項に規定する書類及び次条第

１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量

についての明細を記載した施行規則第１６号の

５様式による書類を添付しなければならない。 

 

２～４ 略 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る第１項又は第２項の納期

限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限。第１０１条第２項において同
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じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正

申告書を提出した日までの期間又はその日の翌

日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して、施行

規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２の

５の２様式による納付書によって納付しなけれ

ばならない。 

 

 （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８

１条、第４８３条又は第４８４条の規定に基づ

く納付の告知を受けた場合には、当該不足税額

又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しく

は重加算金額を、当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第３４号の２の５様式又は第３

４号の２の５の２様式による納付書によって納

付しなければならない。 

２ 略 

 

   附 則 

 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４

項に規定する場合において、第３６条の２第１

項の規定による申告書（その提出期限後におい

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正

申告書を提出した日までの期間又はその日の翌

日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して、施行

規則第３４号の２の５様式による納付書によっ

て納付しなければならない。 

 

 

 （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８

１条、第４８３条又は第４８４条の規定に基づ

く納付の告知を受けた場合には、当該不足税額

又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しく

は重加算金額を、当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第３４号の２の５様式による納

付書によって納付しなければならない。 

 

２ 略 

 

   附 則 

 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４

項に規定する場合において、第３６条の２第１

項の規定による申告書（その提出期限後におい
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て市民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第３

６条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税

の所得割の額を免除する。 

２及び３ 略 

 

 （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２

まで又は第６３条の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第６１条第８項中「又は

第３４９条の３の４から第３４９条の５まで」

とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４か

ら第３４９条の５まで又は附則第１５条から第

１５条の３の２まで若しくは第６３条」とす

る。 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２ 略 

３ 法附則第１５条第１４項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

て市民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第３

６条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税

の所得割の額を免除する。 

２及び３ 略 

 

 （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２

まで、第６３条又は第６４条の規定の適用があ

る各年度分の固定資産税に限り、第６１条第８

項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条

の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条

の３の４から第３４９条の５まで又は附則第１

５条から第１５条の３の２まで、第６３条若し

くは第６４条」とする。 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２ 略 

３ 法附則第１５条第１５項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に
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規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１４項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

６ 法附則第１５条第２５項第３号に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２８項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３２項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３８項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第４２項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第４３項に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

１３ 略 

１４ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する

市の条例で定める割合は、３分の１とする。 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～１１ 略 

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１５項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第３号に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２９項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３９項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第４３項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

１３ 略 

１４ 法附則第６４条に規定する市の条例で定め

る割合は、零とする。 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～１１ 略 
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１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該特定マンションに係る同項に規定する

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１６項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 (2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 (4) 当該工事が完了した年月日 

 (5) 当該工事が完了した日から３月を経過した

後に申告書を提出する場合には、３月以内に

提出することができなかった理由 

１３ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１７項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１３項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し
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て市長に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 施行規則附則第７条第１７項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

 (6) 略 

１４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 略 

２～４ 略 

 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 略 

２ 略 

 

 

て市長に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 施行規則附則第７条第１３項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用 

 (6) 略 

１３ 略 

 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条

第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の

ものに限る。以下この条において同じ。）に対

しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和

元年１０月１日から令和３年１２月３１日まで

の間（附則第１５条の６第３項において「特定

期間」という。）に行われたときに限り、第８

０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の

環境性能割を課さない。 

 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２の２ 略 

２～４ 略 

 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 略 

２ 略 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用の

ものに対する第８１条の４（第２号に係る部分
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 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４

年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和４年

４月１日から令和８年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

 

 

に限る。）及び前項の規定の適用については、

当該軽自動車の取得が特定期間に行われたとき

に限り、これらの規定中「１００分の２」とあ

るのは、「１００分の１」とする。 

 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第８項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４

年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

略 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲

げる法第４４６条第１項第３号に規定するガソ
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リン軽自動車（以下この条において「ガソリン

軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに

対する第８２条の規定の適用については、当該

軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６．９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲

げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に

対する第８２条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和

３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６．９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 
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３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける

３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定す

るガソリン軽自動車（以下この項及び次項にお

いて「ガソリン軽自動車」という。）（営業用

の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用

のものに対する第８２条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のもの

を除く。）に対する第８２条の規定の適用につ

いては、当該軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける

３輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に初
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定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第

２号ア(ｲ)中「３，９００円」とあるのは「２

，０００円」と、同号ア(ｳ)ａ中「６，９００

円」とあるのは「３，５００円」とする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける

３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに

限る。）に対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１

日から令和７年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、同条第２号ア(ｲ)中

「３，９００円」とあるのは「３，０００円」

と、同号ア(ｳ)ａ中「６，９００円」とあるの

は「５，２００円」とする。 

 

 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限

り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける

３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに

限る。）に対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１

日から令和４年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４

項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第８項までの規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０
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条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判

断をするものとする。 

２及び３ 略 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲

渡をいう。以下この条において同じ。）をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割の額は、前

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判

断をするものとする。 

２及び３ 略 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲

渡をいう。以下この条において同じ。）をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割の額は、前

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する
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譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地

のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。）に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民

税の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなか

ったものとみなす。 

３ 略 

  

譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地

のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。）に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民

税の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなか

ったものとみなす。 

３ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の吉川市税条例（次条第２項に

おいて「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期

間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第

１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則

第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）

が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定

する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等
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が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係

る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得

をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取

引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例に

よる改正前の吉川市税条例附則第１５条の２及び第１５条の６第３項に規定する３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例に

よる。 

２ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につい

て適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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報告第３号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）が令和５年３月３１日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）

を改正する必要が生じたため、令和５年３月３１日に吉川市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例を専決処分したものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和５年３月３１日 

吉川市長 中原恵人       
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 吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

                 吉川市長 

吉川市条例第１３号 

   吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２２０，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２２０，０００円とする。 

４ 略 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２００，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２００，０００円とする。 

４ 略  

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各
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号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５０，０００円を超

える場合には、６５０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２２０，０００円を超

える場合には、２２０，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

 (1)～(3) 略 

２ 略 

  

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５０，０００円を超

える場合には、６５０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２００，０００円を超

える場合には、２００，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

 (1)～(3) 略 

２ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の吉川市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 
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報告第４号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市都市計

画税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）が令和５年３月３１日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）を改

正する必要が生じたため、令和５年３月３１日に吉川市都市計画税条例の一部を改正する

条例を専決処分したものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和５年３月３１日 

吉川市長 中原恵人       
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 吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月３１日 

                 吉川市長 

吉川市条例第１２号 

   吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

１ 略 

 

 （法附則第１５条第１４項の条例で定める割

合） 

２ 法附則第１５条第１４項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１４項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

 

 （法附則第１５条第３２項の条例で定める割

合） 

３ 法附則第１５条第３２項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

 

 

   附 則 

 

１ 略 

 

 （法附則第１５条第１５項の条例で定める割

合） 

２ 法附則第１５条第１５項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１５項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

 

 （法附則第１５条第３３項の条例で定める割

合） 

３ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 
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 （法附則第１５条第３３項の条例で定める割

合） 

４ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 （法附則第１５条第３８項の条例で定める割

合） 

５ 法附則第１５条第３８項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 （法附則第１５条第４３項の条例で定める割

合） 

６ 法附則第１５条第４３項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

 

７～１８ 略 

 

 （読替規定） 

１９ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項

から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、

第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」と

あるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条

から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす

る。 

 

 （法附則第１５条第３４項の条例で定める割

合） 

４ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 （法附則第１５条第３９項の条例で定める割

合） 

５ 法附則第１５条第３９項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 （法附則第１５条第４４項の条例で定める割

合） 

６ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

 

７～１８ 略 

 

 （読替規定） 

１９ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４

項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第

２５項、第２８項、第３２項から第３６項ま

で、第３９項、第４０項若しくは第４４項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるの

は「若しくは第３３項又は附則第１５条から第

１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 
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２０ 略 

  

２０ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の吉川市都市計画税条例（次項にお

いて「新条例」という。）の規定は、令和５年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、令和４年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正

する法律（令和５年法律第１８号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日の前日

までの間における新条例附則第１９項の規定の適用については、同項中「、第４３項

若しくは第４６項」とあるのは、「若しくは第４３項」とする。 
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報告第５号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和５年度吉

川市一般会計補正予算（第２号）について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 令和５年３月２２日の第８回物価・賃金・生活総合対策本部において、子育て世帯生活

支援特別給付金の実施及び電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の増額・強

化が決定され、原油価格・物価高騰等に直面し、家計への影響が大きい子育て世帯や住民

税非課税世帯に対する生活の支援を迅速に行う観点から、給付金の支給に必要な経費に関

し、緊急に予算措置の必要が生じたため、令和５年度吉川市一般会計補正予算（第２号）

を専決処分したものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   令和５年度吉川市一般会計補正予算（第２号）（別紙） 

  令和５年４月２１日 

吉川市長 中原恵人       
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別紙 

   令和５年度吉川市一般会計補正予算（第２号） 

 令和５年度吉川市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９５，６１９千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５，５２２，０８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 第１表　歳入歳出予算補正

 歳　入 (単位　千円)

15. 国庫支出金 4,343,165 90,891 4,434,056

2. 国庫補助金 437,205 90,891 528,096

19. 繰入金 1,053,161 4,728 1,057,889

1. 基金繰入金 1,041,959 4,728 1,046,687

25,426,463 95,619 25,522,082

計款 項 補正前の額 補 正 額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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 歳　出 (単位　千円)

3. 民生費 10,974,311 95,619 11,069,930

1. 社会福祉費 3,999,461 14,848 4,014,309

2. 児童福祉費 5,059,033 80,771 5,139,804

25,426,463 95,619 25,522,082

補 正 額 計款 項 補正前の額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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 １　総　括

 歳　入 （単位　千円）

15. 国庫支出金 4,343,165 90,891 4,434,056

19. 繰入金 1,053,161 4,728 1,057,889

25,426,463 95,619 25,522,082

款 計補正前の額 補　正　額

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　　入　　合　　計
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3. 民生費 10,974,311 95,619 11,069,930

25,426,463 95,619 25,522,082

 歳　出

計補　正　額補正前の額款

歳　　　出　　　合　　　計
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（単位　千円）

90,891 4,728

90,891 4,728

地方債 その他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

国県支出金
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２　歳　入

(款)15.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

 1. 総務費国庫補助金 22,205 10,120 32,325

 2. 民生費国庫補助金 170,134 80,771 250,905

437,205 90,891 528,096

(款)19.繰入金 (項) 1.基金繰入金

 1. 財政調整基金繰入金 716,706 4,728 721,434

1,041,959 4,728 1,046,687

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位　千円）

 1. 総務費補助金 10,120 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,120

 3. 児童福祉費補助金 80,771 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 8,771

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 72,000

 1. 財政調整基金繰入金 4,728 財政調整基金繰入金 4,728

区　　分
説　　　　　　明

節

金　　額
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３　歳　出

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

 1. 社会福祉総 447,187 14,848 462,035 10,120 4,728

務費 国 (10,120)

3,999,461 14,848 4,014,309 10,120 4,728

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

 1. 児童福祉総 619,937 80,771 700,708 80,771

務費 国 (80,771)

5,059,033 80,771 5,139,804 80,771

計

計

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金
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（単位　千円）

10. 需用費 425 60.食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 14,848

11. 役務費 2,173   10 需用費 425

12. 委託料 12,100 　　　消耗品費 198

13. 使用料及び賃 150 　　　印刷製本費 227

借料   11 役務費 2,173

　　　通信運搬費 1,436

　　　手数料 737

  12 委託料 12,100

　　　システム導入等委託料 12,100

  13 使用料及び賃借料 150

　　　複写機使用料 150

 3. 職員手当等 3,334 80.子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 80,771

10. 需用費 156    3 職員手当等 3,334

11. 役務費 221 　　　時間外勤務手当 3,334

12. 委託料 5,060   10 需用費 156

18. 負担金補助及 72,000 　　　消耗品費 76

び交付金 　　　印刷製本費 80

  11 役務費 221

　　　通信運搬費 84

　　　手数料 137

  12 委託料 5,060

　　　システム改修委託料 5,060

  18 負担金補助及び交付金 72,000

　　　ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金 35,000

　　　その他世帯生活支援特別給付金 37,000

 3.民生費

節

説　　   明
区　　分 金   額
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１．一　般　職

（１）　総　　　括 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

418人
(662人)

418人
(662人)

0人
(0人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

48,000

3,621,488

413,736

比 較

28,867

41,037

0

3,334 3,334 0 3,334

3,048,213 576,609 3,624,822

1,119,288 3,044,879 576,609

1,122,622補 正 後 422,435

補 正 前 422,435 1,503,156

1,503,156

91,952

区 分 職 員 数

給 与 費

備　　考合　　計共 済 費

比 較 0 0

特 殊 勤 務 手 当

48,000

区 分

扶 養 手 当

地 域 手 当

補 正 前

29,484

91,952

補 正 後

29,484

管 理 職 手 当

通 勤 手 当

住 居 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

時 間 外 勤 務 手 当

41,037

0

0

2,660

258,148

2,660

205,404

258,148

給 与 費 明 細 書

0

0

3,334

0

28,867

413,736

208,738

0

0
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　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

400人
(2人)

400人
(2人)

0人
(0人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合　　計 備　　考

2,944,488

補 正 後 1,430,109 1,020,755 2,450,864 496,958

3,334 0

2,947,822

補 正 前 1,430,109 1,017,421 2,447,530 496,958

3,334

区 分 補 正 後 補 正 前 比 較

比 較 0 0 3,334

扶 養 手 当 29,484 29,484 0

地 域 手 当 87,563 87,563 0

管 理 職 手 当 48,000 48,000 0

通 勤 手 当 27,370 27,370 0

204,346 3,334

住 居 手 当 41,037 41,037 0

期 末 手 当 318,813 318,813 0

特 殊 勤 務 手 当 2,660 2,660 0

勤 勉 手 当 258,148 258,148 0

時 間 外 勤 務 手 当 207,680
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　イ　会計年度任用職員 （単位　千円）

報　　酬 給　　料 職員手当 計

18人
(660人)

18人
(660人)

0人
(0人)

※（　　）内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

（２）　職員手当の増減額の明細

区　　分 増減額

千円

職 員 手 当 3,334 制度改正に

伴う増減分

その他の 3,334 〇会計年度任用職員以外の職員 3,334

増減分 〇会計年度任用職員 0

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合　　計 備　　考

677,000

補 正 後 422,435 73,047 101,867 597,349 79,651

0 0

677,000

補 正 前 422,435 73,047 101,867 597,349 79,651

0

区 分 補 正 後 補 正 前 比 較

比 較 0 0 0

通 勤 手 当 1,497 1,497 0

地 域 手 当 4,389 4,389 0

時 間 外 勤 務 手 当 1,058 1,058 0

期 末 手 当 94,923 94,923 0

増減事由別内訳 説 明 備 考

特 殊 勤 務 手 当 0
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第３５号議案 

   吉川市税条例の一部を改正する条例 

 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しな

い場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。

以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対

しては、市民税（第２号に該当する者にあって

は、第５３条の２の規定により課する所得割

（以下「分離課税に係る所得割」という。）を

除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住

所を有しない者については、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親

（これらの者の前年の合計所得金額が１，３

５０，０００円を超える場合を除く。） 

２ 略 

 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

 

 （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対

しては、市民税（第２号に該当する者にあって

は、第５３条の２の規定により課する所得割

（以下「分離課税に係る所得割」という。）を

除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住

所を有しない者については、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親（こ

れらの者の前年の合計所得金額が１，３５０

，０００円を超える場合を除く。） 

２ 略 

 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 
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第３４条の９ 略 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該控除することができ

なかった金額のうち法第３１４条の９第２項後

段に規定する還付をすべき金額により当該納税

義務者の前項の申告書に係る年度分の個人の県

民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付

し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者

の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入す

る。 

３ 略 

 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２ 略 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定

による申告書を給与支払者を経由して提出する

場合において、当該申告書に記載すべき事項が

その年の前年において当該給与支払者を経由し

て提出した前項又は法第３１７条の３の２第１

項の規定による申告書（その者が当該前年の中

途において次項の規定による申告書を当該給与

支払者を経由して提出した場合には、当該前年

の最後に提出した同項の規定による申告書）に

第３４条の９ 略 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の

申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納

に係る徴収金に充当する。 

 

 

 

 

３ 略 

 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２ 略 
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記載した事項と異動がないときは、給与所得者

は、施行規則で定めるところにより、前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載し

た前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項に規

定する申告書を提出した給与所得者で市内に住

所を有するものは、その年の中途において当該

申告書に記載した事項について異動を生じた場

合には、第１項又は法第３１７条の３の２第１

項の給与支払者からその異動を生じた日後最初

に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、その異動の内容その

他施行規則で定める事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらに規

定する申告書がその提出の際に経由すべき給与

支払者に受理されたときは、その申告書は、そ

の受理された日に市長に提出されたものとみな

す。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

令第４８条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子

 

 

 

 

 

 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項に規定

する申告書を提出した給与所得者で市内に住所

を有するものは、その年の中途において当該申

告書に記載した事項について異動を生じた場合

には、同項又は法第３１７条の３の２第１項の

給与支払者からその異動を生じた日後最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、その異動の内容その他施

行規則で定める事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、市長に提出しなければ

ならない。 

３ 前２項の場合において、これらに規定する申

告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に

受理されたときは、その申告書は、その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。 

 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

令第４８条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子
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情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則で定め

るものをいう。次条第４項及び第５３条の９第

３項において同じ。）により提供することがで

きる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは

「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

 

 （個人の市民税の徴収の方法等） 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条

の２第１項、第４７条の５又は第５３条の５の

規定により特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法により徴収する。 

２ 略 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を

賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及

び徴収する。 

 

 （個人の市民税の納税通知書） 

第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民

税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算

額（第４７条第１項又は第４７条の６第１項の

規定により徴収する場合にあっては特別徴収の

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則で定め

るものをいう。次条第４項及び第５３条の９第

３項において同じ。）により提供することがで

きる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは

「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

 

 （個人の市民税の徴収の方法） 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条

の２第１項、第４７条の５又は第５３条の５の

規定によって特別徴収の方法による場合を除く

ほか、普通徴収の方法によって徴収する。 

２ 略 

 

 

 

 

 （市民税の納税通知書） 

第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民

税額及び県民税額の合算額（第４７条第１項又

は第４７条の６第１項の規定によって徴収する

場合にあっては特別徴収の方法によって徴収さ
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方法により徴収されないことになった金額に相

当する税額）を前条第１項の納期（第４７条第

１項又は第４７条の６第１項の規定により徴収

する場合にあっては特別徴収の方法により徴収

されないこととなった日以後に到来する納期）

の数で除して得た額とする。 

 

 （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年度

の初日の属する年の前年中において給与の支払

を受けた者であり、かつ、同日において給与の

支払を受けている者（次に掲げる者のうち特別

徴収の方法により徴収することが著しく困難で

あると認められるものを除く。以下この条にお

いて「給与所得者」という。）である場合に

は、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収

を行う森林環境税額を含む。次項及び第５項に

おいて同じ。）の合算額を特別徴収の方法によ

り徴収する。 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者

の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場

合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割

額を同項の規定により特別徴収の方法により徴

収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収

する。ただし、第３６条の２第１項の申告書に

給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収

れないことになった金額に相当する税額）を前

条第１項の納期（第４７条第１項又は第４７条

の６第１項の規定によって徴収する場合にあっ

ては特別徴収の方法によって徴収されないこと

となった日以後に到来する納期）の数で除して

得た額とする。 

 

 （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年度

の初日の属する年の前年中において給与の支払

を受けた者であり、かつ、同日において給与の

支払を受けている者（次に掲げる者のうち特別

徴収の方法によって徴収することが著しく困難

であると認められるものを除く。以下この条に

おいて「給与所得者」という。）である場合に

おいては、当該納税義務者の前年中の給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴

収の方法によって徴収する。 

 

 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者

の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場

合においては、当該給与所得以外の所得に係る

所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法

によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法

によって徴収する。ただし、第３６条の２第１

項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割



50 

の方法により徴収されたい旨の記載があるとき

は、この限りでない。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得

以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法に

より徴収することとなった後において、当該給

与所得者について給与所得以外の所得に係る所

得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により

徴収することが適当でないと認められる特別の

事情が生じたため当該給与所得者から給与所得

以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普

通徴収の方法により徴収することとされたい旨

の申出があった場合でその事情がやむを得ない

と認められるときは、市長は、当該特別徴収の

方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係

る所得割額でまだ特別徴収により徴収していな

い額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴

収するものとする。 

４ 略 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支

払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の

４月３０日までの間において異動を生じた場合

において、当該給与所得者が当該給与所得者に

対して新たに給与の支払をする者となった者

（所得税法第１８３条の規定により給与の支払

をする際所得税を徴収して納付する義務がある

者に限る。以下この項において同じ。）を通じ

て、当該異動により従前の給与の支払をする者

から給与の支払を受けなくなった日の属する月

の翌月の１０日（その支払を受けなくなった日

額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の

記載があるときは、この限りでない。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所

得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法

によって徴収することとなった後において、当

該給与所得者について給与所得以外の所得に係

る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法に

よって徴収することが適当でないと認められる

特別の事情が生じたため当該給与所得者から給

与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一

部を普通徴収の方法により徴収することとされ

たい旨の申出があった場合でその事情がやむを

得ないと認められるときは、市長は、当該特別

徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の

所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収

していない額の全部又は一部を普通徴収の方法

により徴収するものとする。 

４ 略 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支

払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の

４月３０日までの間において異動を生じた場合

において、当該給与所得者が当該給与所得者に

対して新たに給与の支払をする者となった者

（所得税法第１８３条の規定によって給与の支

払をする際所得税を徴収して納付する義務があ

る者に限る。以下この項において同じ。）を通

じて、当該異動によって従前の給与の支払をす

る者から給与の支払を受けなくなった日の属す

る月の翌月の１０日（その支払を受けなくなっ
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が翌年の４月中である場合には、同月３０日）

までに、第１項の規定により特別徴収の方法に

より徴収されるべき前年中の給与所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の

方法により徴収された金額があるときは、当該

金額を控除した金額）を特別徴収の方法により

徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算

額を特別徴収の方法により徴収するものとす

る。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった

場合において、特別徴収の方法により徴収する

ことが困難であると市長が認めるときは、この

限りでない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収さ

れる納税義務者が当該年度の初日の属する年の

６月１日から１２月３１日までの間において給

与の支払を受けないこととなり、かつ、その事

由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額

を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税

義務者からの申出があった場合及び当該納税義

務者がその年の翌年の１月１日から４月３０日

までの間において給与の支払を受けないことと

なった場合には、その者に対してその年の５月

３１日までの間に支払われるべき給与又は退職

手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超

えるものがあるときに限り、当該月割額の全額

（同日までに当該給与又は退職手当等の全部又

は一部の支払がされないこととなったときにあ

っては、同日までに支払われた当該給与又は退

職手当等の額から徴収することができる額）を

た日が翌年の４月中である場合には、同月３０

日）までに、第１項の規定により特別徴収の方

法によって徴収されるべき前年中の給与所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別

徴収の方法によって徴収された金額があるとき

は、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方

法によって徴収されたい旨の申出をしたとき

は、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収

するものとする。ただし、当該申出が翌年の４

月中にあった場合において、特別徴収の方法に

よって徴収することが困難であると市長が認め

るときは、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収

される納税義務者が当該年度の初日の属する年

の６月１日から１２月３１日までの間において

給与の支払を受けないこととなり、かつ、その

事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割

額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の

納税義務者からの申出があった場合及び当該納

税義務者がその年の翌年の１月１日から４月３

０日までの間において給与の支払を受けないこ

ととなった場合には、その者に対してその年の

５月３１日までの間に支払われるべき給与又は

退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額

を超えるものがあるときに限り、当該月割額の

全額（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなったとき

にあっては、同日までに支払われた当該給与又

は退職手当等の額から徴収することができる
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特別徴収の方法により徴収する。 

 

 （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

への繰入れ） 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払を

受けなくなったこと等により給与所得に係る特

別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されな

いこととなった場合には、特別徴収の方法によ

り徴収されないこととなった金額に相当する税

額は、特別徴収の方法により徴収されないこと

となった日以後において到来する第４０条第１

項の納期がある場合にはそれぞれの納期におい

て、その日以後に到来する同項の納期がない場

合には直ちに、普通徴収の方法により徴収する

ものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知により変更さ

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の

市民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から市に納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る

特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所

得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）に

おいて当該納税者の未納に係る徴収金があると

きは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１

７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴

収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第

６項及び第７項の規定を適用することができる

ものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金によ

り当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又

額）を特別徴収の方法によって徴収する。 

 

 （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

への繰入れ） 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払を

受けなくなったこと等により給与所得に係る特

別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収され

ないこととなった場合においては、特別徴収の

方法によって徴収されないこととなった金額に

相当する税額は、特別徴収の方法によって徴収

されないこととなった日以後において到来する

第４０条第１項の納期がある場合においてはそ

れぞれの納期において、その日以後に到来する

同項の納期がない場合においては直ちに、普通

徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知によって変更

された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人

の市民税の納税者について、既に特別徴収義務

者から市に納入された給与所得に係る特別徴収

税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係

る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与

所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）

において当該納税者の未納に係る徴収金がある

ときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第

１７条の２の規定によって当該納税者の未納に

係る徴収金に充当する。 
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は納入することを委託したものとみなす。 

 

 （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

特別徴収） 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該

年度の初日の属する年の前年中において公的年

金等の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて老齢等年金給付（法第３２１条の７の２第

１項の老齢等年金給付をいう。以下この節にお

いて同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以

上の者（特別徴収の方法により徴収することが

著しく困難であると認められるものとして次に

掲げるものを除く。以下この節において「特別

徴収対象年金所得者」という。）である場合に

は、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係

る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併

せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下

この条及び第４７条の５において同じ。）の合

算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４４

条第１項の規定により特別徴収の方法により徴

収する場合には、公的年金等に係る所得に係る

所得割額。以下この条及び第４７条の５におい

て同じ。）の２分の１に相当する額（以下この

節において「年金所得に係る特別徴収税額」と

いう。）を当該年度の初日の属する年の１０月

１日から翌年の３月３１日までの間に支払われ

る老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支

払の際に特別徴収の方法により徴収する。 

 

 

 

 （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

特別徴収） 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該

年度の初日の属する年の前年中において公的年

金等の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて老齢等年金給付（法第３２１条の７の２第

１項に規定する老齢等年金給付をいう。以下こ

の節において同じ。）の支払を受けている年齢

６５歳以上の者（特別徴収の方法によって徴収

することが著しく困難であると認められるもの

として次に掲げるものを除く。以下この節にお

いて「特別徴収対象年金所得者」という。）で

ある場合においては、当該納税義務者の前年中

の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額（当該納税義務者に係る均等割

額を第４４条第１項の規定により特別徴収の方

法によって徴収する場合においては、公的年金

等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び

第４７条の５において同じ。）の２分の１に相

当する額（当該額に１００円未満の端数がある

ときはその端数を切り捨て、当該額が１００円

未満であるときは１００円とする。以下この節

において「年金所得に係る特別徴収税額」とい

う。）を当該年度の初日の属する年の１０月１

日から翌年の３月３１日までの間に支払われる

老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払

の際に特別徴収の方法によって徴収する。 
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 (1) 略 

 (2) 特別徴収の方法により徴収することとした

場合には当該年度において当該老齢等年金給

付の支払を受けないこととなると認められる

者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課す

る個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所

得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係

る特別徴収税額を控除した額を第４０条第１項

の納期のうち当該年度の初日からその日の属す

る年の９月３０日までの間に到来するものにお

いて普通徴収の方法により徴収する。 

 

 （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税

額への繰入れ） 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は

第３項（これらの規定を法第３２１条の７の８

第３項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により特別徴収の方法により徴収

されないこととなった金額に相当する税額は、

その特別徴収の方法により徴収されないことと

なった日以後において到来する第４０条第１項

の納期がある場合にはそのそれぞれの納期にお

いて、その日以後に到来する同項の納期がない

場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収す

るものとする。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条

の７の８第３項において読み替えて準用する場

 (1) 略 

 (2) 特別徴収の方法によって徴収することとし

た場合には当該年度において当該老齢等年金

給付の支払を受けないこととなると認められ

る者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課す

る個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所

得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係

る特別徴収税額を控除した額を第４０条第１項

の納期のうち当該年度の初日からその日の属す

る年の９月３０日までの間に到来するものにお

いて普通徴収の方法によって徴収する。 

 

 （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税

額への繰入れ） 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は

第３項（これらの規定を法第３２１条の７の８

第３項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により特別徴収の方法によって徴

収されないこととなった金額に相当する税額

は、その特別徴収の方法によって徴収されない

こととなった日以後において到来する第４０条

第１項の納期がある場合においてはそのそれぞ

れの納期において、その日以後に到来する同項

の納期がない場合においては直ちに、普通徴収

の方法によって徴収しなければならない。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条

の７の８第３項において読み替えて準用する場
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合を含む。）の規定により年金所得に係る特別

徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

特別徴収の方法により徴収されないこととなっ

た特別徴収対象年金所得者について、既に特別

徴収義務者から市に納入された年金所得に係る

特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税

額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべ

き年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき

年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係

る仮特別徴収税額がない場合を含む。）におい

て当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴

収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税

額は、法第１７条の２の２第１項第２号に規定

する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同

条第３項、第６項及び第７項の規定を適用する

ことができるものとし、当該市町村徴収金関係

過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の

未納に係る徴収金を納付し、又は納入すること

を委託したものとみなす。 

 

 （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、１台について、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

 (1) 原動機付自転車 

  ア～ウ 略 

  エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあって

合を含む。）の規定により年金所得に係る特別

徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

特別徴収の方法によって徴収されないこととな

った特別徴収対象年金所得者について、既に特

別徴収義務者から市に納入された年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収す

べき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得

に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべ

き年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）にお

いて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る

徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る

税額は、法第１７条の２の規定によって当該特

別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充

当する。 

 

 

 

 

 

 （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、１台について、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

 (1) 原動機付自転車 

  ア～ウ 略 

  エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあって
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は、その輪距のうち最大のもの）が０．５

メートル以下であるもの、側面が構造上開

放されている車室を備え、かつ、輪距が

０．５メートル以下の３輪のもの及び道路

運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令

第６７号）第１条第１項第１３号の６に規

定する特定小型原動機付自転車を除く。）

で、総排気量が０．０２リットルを超える

もの又は定格出力が０．２５キロワットを

超えるもの 年額 ３，７００円 

 (2)及び(3) 略 

 

 （身体障がい者等に対する種別割の減免） 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免す

る。 

 (1) 身体に障がいを有し歩行が困難な者（以下

「身体障がい者」という。）、知的障がいを

有し歩行が困難な者（以下「知的障がい者」

という。）又は精神に障がいを有し歩行が困

難な者（以下「精神障がい者」という。）が

所有する軽自動車等（身体障がい者、知的障

がい者又は精神障がい者（以下「身体障がい

者等」という。）と生計を一にする者が所有

する軽自動車等を含む。）で、当該身体障が

い者等、当該身体障がい者等のために当該身

体障がい者等と生計を一にする者又は当該身

体障がい者等（身体障がい者等のみで構成さ

れる世帯の者に限る。）のために当該身体障

は、その輪距のうち最大のもの）が０．５

メートル以下であるもの及び側面が構造上

開放されている車室を備え、かつ、輪距が

０．５メートル以下の３輪のものを除

く。）で、総排気量が０．０２リットルを

超えるもの又は定格出力が０．２５キロワ

ットを超えるもの 年額 ３，７００円 

 

 

 

 (2)及び(3) 略 

 

 （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免す

る。 

 (1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下

「身体障害者」という。）又は精神に障害を

有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」と

いう。）が所有する軽自動車等（身体障害者

又は精神障害者と生計を一にする者が所有す

る軽自動車等を含む。）で、当該身体障害

者、当該身体障害者若しくは精神障害者（以

下「身体障害者等」という。）のために当該

身体障害者等と生計を一にする者又は当該身

体障害者等（身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。）のために当該身体障害者

等（身体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者が運転するもの
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がい者等（身体障がい者等のみで構成される

世帯の者に限る。）を常時介護する者が運転

するもの（１台に限る。） 

 (2) その構造が専ら身体障がい者等の利用に供

するためのものである軽自動車等 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付された身体障

害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法

律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手

帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては、戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道

路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障がい者等又は

身体障がい者等と生計を一にする者若しくは身

体障がい者等（身体障がい者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転

免許証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）を提示するとともに、次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする理由を証

（１台に限る。） 

 

 

 (2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供す

るためのものである軽自動車等 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付された身体障

害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法

律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手

帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては、戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道

路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者又は身体

障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以

下この項において「運転免許証」という。）を

提示するとともに、次に掲げる事項を記載した

申請書に減免を必要とする理由を証明する書類
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明する書類を添付して、提出しなければならな

い。 

 (1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免

を受ける者が身体障がい者等と生計を一にす

る者である場合には、当該身体障がい者等と

の関係 

 (2) 身体障がい者等の氏名、住所及び年齢 

 (3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並

びに身体障がい者等との関係 

 (4)～(6) 略 

３及び４ 略 

 

   附 則 

 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 略 

２及び３ 略 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不

足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 略 

２ 略 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額

に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

を添付して、提出しなければならない。 

 

 (1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免

を受ける者が身体障害者等と生計を一にする

者である場合には、当該身体障害者等との関

係 

 (2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢 

 (3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並

びに身体障害者等との関係 

 (4)～(6) 略 

３及び４ 略 

 

   附 則 

 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 略 

２及び３ 略 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不

足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 略 

２ 略 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額

に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 
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   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第８２条第１号エの改正及び附則第３条第１項の規定（この条例による改正後の吉

川市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項に係る部分を除

く。） 令和５年７月１日 

 (2) 第３４条の９第２項及び第３８条の改正、同条に１項を加える改正、第４１条、第

４４条、第４７条、第４７条の２、第４７条の６、附則第１５条の２第４項並びに

附則第１６条の２第３項の改正並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（新条例

附則第１６条の２第３項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１

日 

 (3) 第３６条の３の２の改正及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の吉川市税条例の規定中個人の市民税に関

する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき

吉川市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において「給与」

という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前

に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお

従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種

別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日
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以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割につ

いて適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環

境性能割については、なお従前の例による。 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）が公布されたことに伴い、森

林環境税の創設に係る規定の整備、特定小型原動機付自転車の種別割の税率の区分を規定

することその他所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第３６号議案 

   吉川市手数料条例の一部を改正する条例 

 吉川市手数料条例（平成１２年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料

の額 

略 

３ 建

設関

係 

(1)～(9) 略 

(10) 都市の低炭素化の促

進に関する法律（平成２

４年法律第８４号）第５

３条第１項の規定による

低炭素建築物新築等計画

の認定 

 

 

 ア 低炭素建築物新築等

計画が都市の低炭素化

の促進に関する法律第

５４条第１項各号に掲

げる基準に適合してい

略 

１の建

築物ご

とに次

に掲げ

る額を

合算し

て得た

額 

 

 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料

の額 

略 

３ 建

設関

係 

 

(1)～(9) 略 

(10) 都市の低炭素化の促

進に関する法律（平成２

４年法律第８４号）第５

３条第１項の規定による

低炭素建築物新築等計画

の認定 

 

 

 ア 低炭素建築物新築等

計画が都市の低炭素化

の促進に関する法律第

５４条第１項各号に掲

げる基準に適合してい

略 
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ることを示す書類（住

宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第

１項の登録住宅性能評

価機関又は建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）

第１５条第１項の登録

建築物エネルギー消費

性能判定機関が作成し

たものに限る。以下

「適合証」という。）

又は住宅の品質確保の

促進等に関する法律第

６条第１項に規定する

設計住宅性能評価書

（日本住宅性能表示基

準（平成１３年国土交

通省告示第１３４６

号）別表１の断熱等性

能等級４及び一次エネ

ルギー消費量等級５に

適合するものに限る。

以下「設計住宅性能評

価書」という。）が提

出された場合 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，０

００円 

ることを示す書類（住

宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第

１項の登録住宅性能評

価機関又は建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）

第１５条第１項の登録

建築物エネルギー消費

性能判定機関が作成し

たものに限る。以下

「適合証」という。）

又は住宅の品質確保の

促進等に関する法律第

６条第１項に規定する

設計住宅性能評価書

（日本住宅性能表示基

準（平成１３年国土交

通省告示第１３４６

号）別表１の断熱等性

能等級４及び一次エネ

ルギー消費量等級５に

適合するものに限る。

以下「設計住宅性能評

価書」という。）が提

出された場合 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  
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  (ｲ) 住宅用途を含む建

築物の住宅部分（建

築物のエネルギー消

費性能の向上に関す

る法律第１１条第１

項に規定する住宅部

分をいう。以下(19)

ま で に お い て 同

じ。）に係るもの 

   ａ 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１，

０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｲ) 住宅用途を含む建

築物に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

   ａ 住戸及び共用部

分（公営住宅法施

行規則（昭和２６

年建設省令第１９

号）第３条各号に

掲げる部分をい

う。以下同じ。） 

    (a) 住戸部分を申

請しないとき。 

    (b) 申請に係る一

の建築物の住戸

の数(以下「住

戸 数 」 と い

う。)が１戸の

とき。 

    (c) 住戸数が１戸

を超え５戸以内

のとき。 

５，０

００円 

１件に

つき  

次のａ

及びｂ

に定め

る額の

合計額 

 

 

次に掲

げる区

分に応

じそれ

ぞれに

定める

額 

０円 

 

５，０

００円 

 

 

 

 

１０，

０００

円 
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   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３，

０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (d) 住戸数が５戸

を超え１０戸以

内のとき。 

    (e) 住戸数が１０

戸を超え２５戸

以内のとき。 

    (f) 住戸数が２５

戸 を 超 え る と

き。 

   ｂ 住戸及び共用部

分以外の部分 

 

 

 

 

 

    (a) 住戸及び共用

部分以外の部分

を申請しないと

き。 

    (b) 住戸及び共用

部分以外の申請

に係る部分の床

面積の合計が０

平方メートルを

超え３００平方

メートル以内の

とき。 

    (c) 住戸及び共用

１８，

０００

円 

３１，

０００

円 

５２，

０００

円 

次に掲

げる区

分に応

じそれ

ぞれに

定める

額 

０円 

 

 

 

１０，

０００

円 

 

 

 

 

 

３１，
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  (ｳ) 非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分

（建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第１１条

第１項に規定する非

住宅部分をいう。以

下(19)までにおいて

同じ。）に係るもの 

   ａ 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

 

   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

 イ 適合証及び設計住宅

性能評価書のいずれも

提出されない場合で建

築物エネルギー消費性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１，

０００

円 

 

 

１９，

０００

円 

 

 

 

 

 

 

部分以外の申請

に係る部分の床

面積の合計が３

００平方メート

ル を 超 え る と

き。 

  (ｳ) 住宅用途を含まな

い建築物に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

   ａ 申請に係る部分

の床面積の合計が

３００平方メート

ル以内のとき。 

 

   ｂ 申請に係る部分

の床面積の合計が

３００平方メート

ルを超えるとき。 

 

 イ 適合証及び設計住宅

性能評価書のいずれも

提出されない場合 

 

０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

１０，

０００

円 

１件に

つき  

３１，

０００

円 
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能基準等を定める省令

（平成２８年経済産業

省・国土交通省令第１

号）第１０条第２号イ

(1)及びロ(1)に定める

基準に適合するとき。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

 

 

 

   ａ 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のとき。 

   ｂ 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のとき。 

  (ｲ) 住宅用途を含む建

築物に係るもの 

 

 

 

 

 

 

   ａ 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０，

０００

円 

４４，

０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

８０，

０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｲ) 住宅用途を含む建

築物に係るもの 

 

 

 

 

 

 

   ａ 住戸の部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

３８，

０００

円 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

次 の

ａ ､ ｂ

及びｃ

に定め

る額の

合計額 

次に掲

げる区

分に応

じそれ
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   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３５

，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a) 住戸の部分を

申 請 し な い と

き。 

    (b) 住戸数が１戸

のとき。 

 

    (c) 住戸数が１戸

を超え５戸以内

のとき。 

    (d) 住戸数が５戸

を超え１０戸以

内のとき。 

    (e) 住戸数が１０

戸を超え２５戸

以内のとき。 

    (f) 住戸数が２５

戸 を 超 え る と

き。 

   ｂ 共用部分 

 

 

 

 

 

 

    (a) 申請しないと

ぞれに

定める

額 

０円 

 

 

３８，

０００

円 

６６，

０００

円 

９６，

０００

円 

１４０

，００

０円 

２０３

，００

０円 

次に掲

げる区

分に応

じそれ

ぞれに

定める

額 

０円 
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き。 

    (b) 申請すると

き。 

 

   ｃ 住戸及び共用部

分以外の部分 

 

 

 

 

 

    (a) 住戸及び共用

部分以外の部分

を申請しないと

き。 

    (b) 住戸及び共用

部分以外の申請

に係る部分の床

面積の合計が０

平方メートルを

超え３００平方

メートル以内の

とき。 

    (c) 住戸及び共用

部分以外の申請

に係る部分の床

面積の合計が３

００平方メート

ル を 超 え る と

 

１１１

，００

０円 

次に掲

げる区

分に応

じそれ

ぞれに

定める

額 

０円 

 

 

 

２５０

，００

０円 

 

 

 

 

 

４１２

，００

０円 
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き。 

  (ｳ) 住宅用途を含まな

い建築物に係るもの 

   ａ 建築物エネルギ

ー消費性能基準等

を定める省令（平

成２８年経済産業

省令・国土交通省

令第１号）第１０

条第１号イ(1)及び

ロ(1)に定める基準

に適合する場合 

    (a) 申請に係る部

分の床面積の合

計が３００平方

メートル以内の

とき。 

    (b) 申請に係る部

分の面積が３０

０平方メートル

を超えるとき。 

 

   ｂ ａに該当しない

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲

げる区

分に応

じそれ

ぞれに

定める

額 

 

 

１件に

つき  

９１，

０００

円 

１件に

つき  

１５８

，００

０円 

次に掲

げる区

分に応

じそれ

ぞれに

定める

額 
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 ウ 適合証及び設計住宅

性能評価書のいずれも

提出されない場合で建

築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令

第１０条第１号イ(1)及

びロ(1)に定める基準に

適合する非住宅用途を

含む建築物の非住宅部

分に係るもの 

  (ｱ) 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のとき。 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 エ 適合証及び設計住宅

性能評価書のいずれも

提出されない場合で建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６７

，００

０円 

３３４

，００

０円 

 

 

 

    (a) 申請に係る部

分の床面積の合

計が３００平方

メートル以内の

とき。 

    (b) 申請に係る部

分の面積が３０

０平方メートル

を超えるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

２５０

，００

０円 

１件に

つき  

４１２

，００

０円 
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築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令

第１０条第１号イ(2)及

びロ(2)に定める基準に

適合する非住宅用途を

含む建築物の非住宅部

分に係るもの 

  (ｱ) 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のとき。 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 オ 適合証及び設計住宅

性能評価書のいずれも

提出されない場合で建

築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令

第１０条第２号イ(2)及

びロ(2)に定める基準に

適合するとき。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

   ａ 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のとき。 

   ｂ 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

 

 

 

 

 

１０２

，００

０円 

１３０

，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０，

０００

円 

２２，

０００

円 
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  (ｲ) 住宅用途を含む建

築物に係るもの 

   ａ 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

(11)～(14) 略 

(15) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律第３４条第１項の認

定（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第

６条第１項の確認を伴う

ものを除く。） 

 ア 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れた場合 

  (ｱ)及び(ｲ) 略 

  (ｳ) 建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第１条第１

項第１号に規定する

非住宅建築物（以下

(19)までにおいて

 

 

３８，

０００

円 

６６，

０００

円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)～(14) 略 

(15) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律第３４条第１項の認

定（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第

６条第１項の確認を伴う

ものを除く。） 

 ア 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れた場合 

  (ｱ)及び(ｲ) 略 

  (ｳ) 建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第１条第１

項第１号に規定する

非住宅建築物（以下

(19)までにおいて

 

 

 

 

 

 

 

 

略 
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「非住宅建築物」と

いう。）に係るもの 

   ａ 略 

   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

  (ｴ) 複合建築物（建築

物エネルギー消費性

能基準等を定める省

令第１条第１項第１

号に規定する複合建

築物をいう。以下(1

9 )までにおいて同

じ。）に係るもの 

   ａ 住宅部分 

 

 

 

 

 

 

 

    (a)～(c) 略 

   ｂ 非住宅部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９，

０００

円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「非住宅建築物」と

いう。）に係るもの 

   ａ 略 

   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

  (ｴ) 複合建築物（建築

物エネルギー消費性

能基準等を定める省

令第１条第１項第１

号に規定する複合建

築物をいう。以下(1

9 )までにおいて同

じ。）に係るもの 

   ａ 住宅部分（建築

物のエネルギー消

費性能の向上に関

する法律第１１条

第１項に規定する

住宅部分をいう。

以下(19)までにお

いて同じ。） 

    (a)～(c) 略 

   ｂ 非住宅部分（建

築物のエネルギー

消費性能の向上に

関する法律第１１

条第１項に規定す

る非住宅部分をい

 

 

 

３１，

０００

円 

略 
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    (a)～(c) 略 

 イ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れない場合で建築物エ

ネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０

条第２号イ(1)及びロ

(1)に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ)及び(ｲ) 略 

 ウ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れない場合で建築物エ

ネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０

条第２号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

   ａ 床面積の合計が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０，

う。以下(19)まで

において同じ。） 

    (a)～(c) 略 

 イ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れない場合で建築物エ

ネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０

条第２号イ及びロに定

める基準に適合すると

き。 

  (ｱ)及び(ｲ) 略 
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２００平方メート

ル未満のとき。 

   ｂ 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のとき。 

  (ｲ) 住宅用途を含む建

築物に係るもの 

   ａ 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のとき。 

   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 エ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れない場合で建築物エ

ネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０

条第１号イ(1)及びロ

(1)に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 オ 建築物のエネルギー

０００

円 

２２，

０００

円 

 

 

３８，

０００

円 

６６，

０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

３３４

，００

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れない場合で建築物エ

ネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０

条第１号イ(1)及びロ

(1)に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 エ 建築物のエネルギー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

４３２

，００

０円 
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消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れない場合で建築物エ

ネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０

条第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

(16)～(18) 略 

(19) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第４１条第１項

の認定 

 ア 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第

５号）第７条第１項に

規定する説明書（イか

らオまでにおいて「説

明書」という。）が提

出された場合 

  (ｱ)及び(ｲ) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

１３０

，００

０円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費性能の向上に関す

る法律第３５条第１項

各号に適合しているこ

とを示す書類が提出さ

れない場合で建築物エ

ネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０

条第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適合

するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

(16)～(18) 略 

(19) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第４１条第１項

の認定 

 ア 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第

５号）第７条第１項に

規定する説明書（イか

らオまでにおいて「説

明書」という。）が提

出された場合 

  (ｱ)及び(ｲ) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

１７１

，００

０円 

略 
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  (ｳ) 非住宅建築物に係

るもの 

   ａ 略 

   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

  (ｴ) 略 

 イ 略 

 ウ 説明書が提出されな

い場合で建築物エネル

ギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１

項第２号イ(2)及びロ

(2)又は同号イ(3)及び

ロ(3)に定める基準に適

合するとき。 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

   ａ 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のとき。 

 

 

   ｂ 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

 

 

１件に

つき  

１９，

０００

円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

２０，

０００

円 

１件に

つき  

２２，

０００

  (ｳ) 非住宅建築物に係

るもの 

   ａ 略 

   ｂ 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

  (ｴ) 略 

 イ 略 

 ウ 説明書が提出されな

い場合で建築物エネル

ギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１

項第２号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適合

するとき。 

 

  (ｱ) 一戸建ての住宅に

係るもの 

   ａ 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のとき。 

 

 

   ｂ 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のとき。 

 

 

 

 

１件に

つき  

３１，

０００

円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

４０，

０００

円 

１件に

つき  

４４，

０００
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  (ｲ) 略 

 エ 説明書が提出されな

い場合で建築物エネル

ギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１

項第１号イに定める基

準に適合するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 

 

 オ 説明書が提出されな

い場合で建築物エネル

ギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１

項第１号ロに定める基

準に適合するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 

 

(20)～(28) 略 

円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

３３４

，００

０円 

 

 

 

 

 

 

略 

１件に

つき  

１３０

，００

０円 

略 

略 

  

 

  (ｲ) 略 

 エ 説明書が提出されな

い場合で建築物エネル

ギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１

項第１号イに定める基

準に適合するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 

 

 オ 説明書が提出されな

い場合で建築物エネル

ギー消費性能基準等を

定める省令第１条第１

項第１号ロに定める基

準に適合するとき。 

  (ｱ) 略 

  (ｲ) 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のとき。 

 

 

(20)～(28) 略 

円 

略 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき  

４３２

，００

０円 

 

 

 

 

 

 

略 

１件に

つき  

１７１

，００

０円 

略 

略 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令

第１号）等の一部改正に伴い、低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定申請手数料について新たに創設された誘導仕様基準を用いた区分を設けると

ともに、低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料について床面積を用いた算定方法への

変更その他所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第３７号議案 

   財産の取得について 

 次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１ 取得する財産  移動式排水ポンプ 

２ 納 入 場 所  埼玉県吉川市役所 

３ 納 期 限  令和５年１０月３１日 

４ 取 得 金 額  ４７，７０４，７３４円 

５ 契約の相手方  住    所 埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目５番１号 

                 ロイヤルパインズホテル浦和Ｂ１階 

          氏名又は名称 帝商株式会社埼玉営業所 

          代表者職氏名 営業所長 伊藤昌弘 

  令和５年６月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 水防用備品として移動式排水ポンプを取得したいので、吉川市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第３条の規定に

より、この案を提出するものである。 
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第３８号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区駅前広場工事（その２） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和６年９月３０日まで 

４ 請負金額  ３８２，８００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋３丁目２３番３０号 

        氏名又は名称 シン建工業株式会社 

        代表者職氏名 代表取締役 北清太郎 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区駅前広場工事（その２）の請負契約を締結したいので、吉川市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例

第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第３９号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  市民交流センターおあしす長寿命化（中規模）改修工事（建築） 

２ 工事場所  吉川市きよみ野一丁目１番地 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和６年３月２２日まで 

４ 請負金額  ２６５，７６０，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県越谷市御殿町２番１１号 

        氏名又は名称 髙元建設株式会社 

        代表者職氏名 代表取締役 髙橋和彦 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 市民交流センターおあしす長寿命化（中規模）改修工事（建築）の請負契約を締結した

いので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３

９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４０号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  市民交流センターおあしす長寿命化（中規模）改修工事（機械設備） 

２ 工事場所  吉川市きよみ野一丁目１番地 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和６年３月２２日まで 

４ 請負金額  ２４１，９７３，６００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県越谷市大字大道４７８番地 

        氏名又は名称 株式会社協和設備 

        代表者職氏名 代表取締役 清水一郎 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 市民交流センターおあしす長寿命化（中規模）改修工事（機械設備）の請負契約を締結

したいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４１号議案 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 飯島義男 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和５年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 固定資産評価審査委員会委員の水村英夫氏が令和５年６月９日をもって任期満了となる

ため、その後任者を選任することについて同意を得たいので、地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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経 歴 書 

 

氏  名 飯島義男 

生年月日 ○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○ 

経  歴 

 昭和４４年４月から 

            ○○○○○○○○○○○ 

 昭和４９年３月まで 

 

 昭和４９年４月から 

            ○○○○○○○○○○○ 

 現在に至る 

 


